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国立研究開発法人建築研究所育児・介護休業に関する規程 

 

平成２７年４月１日 

規 程 第 ８ 号 

【沿革】平成２９年３月２８日規程第２５号改正 

【沿革】平成２９年９月２１日規程第 ２号改正 

【沿革】平成３０年３月１４日規程第１０号改正 

【沿革】平成３１年４月１８日規程第 １号改正 

【沿革】令和 ３年２月 ８日規程第１１号改正 

【沿革】令和 ３年３月１９日規程第１４号改正 

【沿革】令和 ４年５月１７日規程第 ６号改正 

                  【沿革】令和 ４年９月３０日規程第１０号改正 

                  【沿革】令和 ７年３月２７日規程第１１号改正 

 

第１章 総則 

 

 （総則） 

第１条 国立研究開発法人建築研究所（以下「研究所」という。）に勤務する職員等の

育児休業・介護休業等に関する事項については、別に定めるもののほか、この規程の

定めるところによる。 

 

 （法令との関係）                                                          

第２条 この規程に定めのない事項は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護法」という。）

の定めるところによる。 

 

（定義）  

第３条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 職員 国立研究開発法人建築研究所就業規則（平成２７年４月１日規程第２号。

以下「就業規則」という。）第２条第１項に規定する職員のうち、就業規則第３８

条に規定する職員を除いた者をいう。  

二 任期付研究員 就業規則第３８条第二号に規定する者で、育児休業、育児短時間

勤務及び育児部分休業（以下「育児休業等」という。）にあっては次のイに、介護

休業、介護短時間勤務及び介護部分休業（以下「介護休業等」という。）にあって

は次のロに該当する者をいう。 

イ その養育する子が１歳６か月（次条第５項の規定による育児休業にあっては２

歳）に達する日までに、その雇用契約（雇用契約が更新される場合にあっては、

更新後のもの）が満了することが明らかでない者 

ロ 要介護状態にある対象家族の介護のために、介護休業等を開始する日から起算

して９３日を経過する日から６か月を経過する日までの間に、その雇用契約（雇

用契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）の期間が満了することが明

らかでない者 
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三 再雇用職員 就業規則第３８条第一号に規定する者のうち、育児休業等にあって

は前号のイに、介護休業等にあっては前号のロに該当する者をいう。 

四 非常勤職員 国立研究開発法人建築研究所非常勤職員就業規則（平成２７年４月

１日規程第１０号。以下「非常勤職員就業規則」という。）第３条に規定する(1 週

間の勤務日が３日以上の）者で、育児休業等にあっては第二号のイに、介護休業等

にあっては第二号のロに該当する者をいう。 

五 職員等 第一号から前号に規定する者をいう。 

六 任期付研究員等 第二号から第四号に規定する者をいう。 

七 産前産後期間 就業規則第２３条第１項の表中第六号及び第七号の規定による特

別休暇並びに非常勤職員就業規則第２８条第１項第一号及び第二号の規定による

無給休暇の期間をいう。 

八 要介護状態  負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により２週間以上の期

間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 

九 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母そ

の他職員等と同居している者（父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者

及び配偶者の子に限る。）をいう。 

 

 

第２章 育児休業 

 

 （育児休業） 

第４条 職員は、その養育する３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する

特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第三号の規定により同法第

６条の４第１項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、当該労働

者が養子縁組によって里親となることを希望している者及びその他これに準ずる者と

して厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている

者を含む。以下同じ。）について、理事長に申し出ることにより、当該子が３歳に達

する日まで、育児休業をすることができる。 

  また、任期付研究員等については、その養育する１歳に満たない子について、理事

長に申し出ることにより、当該子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

まで、育児休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、育児休業（当該育児休業に係る職員は、その養育する子

について、当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予定

日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算し

て８週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっ

ては当該出産予定日から当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までと

する。）の期間内に４週間以内の期間を定めてする休業（以下「出生時育児休業」と

いう。）について、理事長に申し出ることによりすることができる。 

 職員等が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休
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業を除く。）をしたこと 

  また、任期付研究員等については、その養育する子の出生の日（出産予定日前に当

該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から起算して８週間を経過する日

の翌日から６月を経過する日までに、任期（更新後のものを含む。）が満了すること

があきらかでない者に限り、理事長に申し出ることにより出生時育児休業をすること

ができる。 

３ 前条第１項及び同条第２項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある職員等

で、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、次の各号のいずれかに

該当する特別の事情がある場合を除き、前条第１項及び同条第２項の申出をすること

ができない。 

 一 前条第１項及び同条第２項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。） 

  をした職員等について産前産後期間が始まったことにより育児休業期間（第７条に 

  規定する期間をいう。以下同じ。）が終了した場合であって、当該産前産後期間中 

  に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のい 

  ずれかに該当するに至ったとき。 

  イ 死亡したとき。 

  ロ 養子となったことその他の事情により当該職員等と同居しないこととなったと 

   き。 

 二 育児休業申出をした職員等について新たな育児休業期間（以下この号において 

  「新期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、 

  当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、次の 

  いずれかに該当するに至ったとき。 

  イ 前号イ又はロに掲げるとき。 

  ロ  民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求に係 

   る家事審判事件が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除 

   く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第三号の規定に 

   よる措置が解除されたとき。 

 三 育児休業申出をした職員等について第１６条に規定する介護休業期間が始まった 

  ことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日 

  までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は 

  離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と第 

  １４条第１項に規定する介護休業申出をした職員等との親族関係が消滅するに至っ 

  たとき。 

 四 育児休業申出に係る子の親（この項の申出に係る子について民法第８１７条の２ 

  第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童 

  福祉法第２７条第１項第３号の規定により養子縁組里親として委託されている者若 

  しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施 

  行規則（平成３年労働省令第２５号）第１条第１項に該当する者を含む。以下同じ。） 

  である配偶者が死亡したとき。 

 五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児 

  休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 

 六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が前項の申出に係る子と 

  同居しないこととなったとき。 
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 七 育児休業申出に係る子が負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、 

  ２週間以上にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

 八 育児休業申出に係る子について、児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１ 

  ８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉法第２４条 

  第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育の 

  実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 

 九 当該育児休業期間の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をし 

  た職員等が、当該育児休業の申出の際、育児休業により当該子を養育するための計 

  画について書面により申し出た場合に限る。）。 

 十 出生時育児休業を申出した職員等が、当該子の出生の日から起算して８週間を経 

  過する日の翌日までの期間（当該子を養育していない期間を除く。）内に２回の出 

  生時育児休業をした場合 

 十一 出生時育児休業を申出した職員等が、当該子の出生の日（出産予定日後に当該 

  子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）以後に出生時育児休業をする日数

（出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とす 

  る。）が２８日に達している場合 

４ 第１項の規定にかかわらず、任期付研究員等の配偶者が当該子の１歳到達日以前の

いずれかの日において、当該子を養育するために育児休業（この規程による育児休業

のほか、これに相当する育児休業を含む。配偶者の育児休業において同じ。）をして

いる場合（配偶者が当該育児休業を予定している場合を含む。）に限り、任期付研究

員等は、理事長に申し出ることにより、当該子が１歳２か月に達する日まで、育児休

業をすることができる。ただし、配偶者が、予定していた育児休業を当該子の１歳到

達日以前に開始しなかった場合は、この項の規定による申出の育児休業は当該子の１

歳到達日までで終了する。 

５ 任期付研究員等は、任期付研究員等又はその配偶者が、当該子の１歳到達日におい

て育児休業をしている場合には、次の各号のいずれかに該当するものに限り、その養

育する１歳から１歳６か月に達するまでの子について、理事長に申し出ることにより、

当該子が１歳６か月に達する日まで、育児休業をすることができる。 

 一 申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し申込みを行ってい

るが、当該子の１歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

  二 常態として申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子の１歳到達

日後の期間について当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当

する事情により子を養育することが困難になった場合 

  イ 死亡したとき。 

  ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困 

   難な状態になったとき。 

  ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該子と同居しないこととなったと

き。 

  ニ 産前産後期間であるとき。 

６ 任期付研究員等は、任期付研究員等又はその配偶者が、当該子の１歳６か月到達日 

において育児休業をしている場合には、次の各号のいずれかに該当するものに限り、

その養育する１歳６か月から２歳に達するまでの子について、理事長に申し出ること



 - 5 - 

により、当該子が２歳に達する日まで、育児休業をすることができる。 

 一 申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行って

いるが、当該子の１歳６か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない

場合 

  二 常態として申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子の１歳６か

月到達日後の期間について当該子の養育を行う予定であったものが前項第２号に

定める事情により子を養育することが困難になった場合 

 

 （育児休業の申出） 

第５条 職員等は、育児休業申出をする場合は、育児休業申出書（別記様式第１）によ

り、育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育児休業開始予

定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明ら

かにして、原則として育児休業開始予定日の１か月（前条第２項、同条第５項又は同

条第６項の規定による申出にあっては、２週間）前までに理事長に申し出るものとす

る。 

  なお、出生時育児休業を２回に分割して申出をする場合は、一の期間の申出時に二

の期間をまとめて申し出をするものとする。 

２ 職員等は、その養育する子について、２回の育児休業（当該子を養育していない期 

間を除く。）をした場合には、当該子については、第４条第３項のいずれかに該当す

る特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。 

３ 育児休業申出において、第５条第１項に規定する期限までに当該申出がなされない

場合は、理事長は、同条同項の規定にかかわらず、当該育児休業開始予定日とされた

日から当該育児休業申出があった日の翌日から起算して１月を経過する日（当該育児

休業申出があった日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該育児休業申

出があった日の翌日から起算して１月を経過する日前の日で育児休業申出があった日

の翌日から起算して１週間を経過する日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開

始予定日として指定することができる。 

 一 出産予定日前に子が出生したこと。 

 二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

 三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育するこ 

  とが困難になったこと。 

 四 第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 

 五 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２ 

  週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

 六 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込み 

  を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

４ 理事長は、育児休業申出について、その事由を確認する必要があると認められると

きは、当該請求をした職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

５ 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児

休業申出をした職員等は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員等との続

柄を理事長に通知しなければならない。この場合において、理事長は、当該職員等に

対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができ

る。 
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（育児休業申出の撤回等） 

第６条 育児休業申出をした職員等は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日と

された日（前条第２項の規定による理事長の指定があった場合にあっては当該指定し

た日。以下第８条まで同じ。）の前日までは、当該育児休業申出を撤回することがで

きる。 

２ 前項の規定により育児休業申出を撤回した職員等は、当該育児休業申出に係る子に

ついては、次に掲げる特別の事情がある場合を除き、再度の申出をすることができな

い。 

一 配偶者の死亡 

二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る

子を養育することが困難な状態になったこと。 

三 離婚、婚姻の取消、離縁等により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこ

ととなったこと。 

四 育児休業申出に係る子が負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

五 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

３ 育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由が生じた場合

には、当該育児休業申出はされなかったものとみなす。この場合において、職員等は、

理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。 

 一 育児休業申出に係る子の死亡 

 二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 

 三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出 

  をした職員等と当該子とが同居しないこととなったこと。 

 四 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと 

 （特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないま 

  ま児童福祉法第２７条第１項第三号の規定による措置が解除されたこと。 

 五 育児休業申出をした職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ 

  り、当該育児休業申出に係る子が３歳（任期付研究員等にあっては１歳（第４条第 

  ３項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては１歳２か月、同条 

  第４項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては１歳６か月、同 

  条第５項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては２歳））に達 

  するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。 

 六 育児休業申出をした職員が、育児休業申出に係る子を託児するなどして常態的に 

  当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合 

 

 (育児休業期間) 

第７条 育児休業をすることができる期間（以下「育児休業期間」という。）は、育児

休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（次条第３項の規定に

より当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終

了予定日とされた日。次項において同じ。）までの間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育
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児休業期間は、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、

その前日）に終了する。 

 一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、第６条第３項各号に掲げる事由が 

  生じたこと。 

 二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が３歳（任 

  期付研究員等の申出にあっては１歳（第４条第４項の規定による申出により育児休 

  業をしている場合にあっては１歳２か月、同条第５項の規定による申出により育児 

  休業をしている場合にあっては１歳６か月、同条第６項の規定による申出により育 

  児休業をしている場合にあっては２歳））に達したこと。 

 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員等について、産 

  前産後期間、第１６条第１項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始 

  まったこと。 

３ 第６条第３項後段の規定は、前項第一号に掲げる事由が生じた場合について準用す 

る。 

 

 （育児休業開始予定日の変更の申出等） 

第８条 育児休業申出をした職員等は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とさ

れた日（同条第２項の規定による理事長の指定があった場合にあっては、当該指定し

た日。以下この項において同じ。）の前日までに、次の各号に定める事由が生じた場

合には、理事長に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を１回に

限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 

一 出産予定日前に子が出生したこと。 

二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

三 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になっ

たこと。 

四 離婚、婚姻の取消、離縁等により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくな

ったこと。 

五 育児休業申出に係る子が負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、

２週間以上にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

六 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込み

を行っているが、当面その実施が行われないとき。 

２ 理事長は、前項の規定による職員等からの申出があった場合において、当該申出に

係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算し

て１月を超えない範囲内で１週間を経過する日（以下この項において「期間経過日」

という。）前の日であるときは、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされ

た日から当該期間経過日（その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とさ

れていた日（第５条第３項の規定による理事長の指定があった場合にあっては、当該

理事長が指定した日。以下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては、

当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの

日を当該職員等に係る育児休業開始予定日として指定することができる。 

３ 育児休業申出をした職員等は第６条第２項各号に掲げる特別な事情がある場合を除

き、育児休業終了予定日とされた日の１月前（第４条第５項又は同条第６項の申出に

あっては２週間前）までに理事長に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育
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児休業終了予定日を１回（任期付研究員等については、第４条第１項に定める１歳ま

での育児休業、第４条第５項に定める１歳６か月までの育児休業及び第４条第６項に

定める２歳までの育児休業についてそれぞれ１回）に限り）当該育児休業終了予定日

とされた日後の日に変更することができる。 

 

 

第３章 育児短時間勤務 

 

 （育児短時間勤務） 

第８条の２ 職員等（非常勤職員を除く。以下第８条の６まで同じ。）は、その養育す

る小学校就学の始期に満たない子を養育するため、理事長に申し出ることにより、当

該子がその始期に達する日まで、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により当該職

員等が希望する日及び時間帯において育児短時間勤務をすることができる。 

一 月曜日から金曜日までの５日間を勤務日とし、１日につき３時間５５分、１週間

について１９時間３５分勤務すること。 

二 月曜日から金曜日までの５日間を勤務日とし、１日につき４時間５５分、１週間

について２４時間３５分勤務すること。 

三 月曜日から金曜日までの５日間のうち２日を休日とし、１日につき７時間４５分、

１週間について２３時間１５分勤務すること。 

四 月曜日から金曜日までの５日間のうち２日を休日とし、２日については１日につ

き７時間４５分、１日については１日につき３時間５５分、１週間について１９時

間２５分勤務すること。 

五 月曜日から金曜日までの５日間を勤務日とし、１日につき６時間、１週間につい

て３０時間勤務すること。 

２ 第１項の規定にかかわらず、第９条に規定する育児部分休業をしている職員等は育 

児短時間勤務をすることができない。 

 

 （育児短時間勤務の申出） 

第８条の３ 職員等は、育児短時間勤務をしようとする期間（１月以上１年以下の期間

に限る。）の初日（以下「育児短時間勤務開始予定日」という。）及び末日（以下「育

児短時間勤務終了予定日」という。）並びに前条の規定により選択した始業及び終業

の時刻を記載した育児短時間勤務申出書（別紙様式第２）により、理事長に育児短時

間勤務開始予定日の１月前までに申し出ることによって、育児短時間勤務をすること

ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合にお

いて、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない

ときは、特別な場合を除き申し出ることができない。 

２ 前項で定める特別な場合は、第４条第３項各号に掲げる事由とする。この場合にお

いて「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。 

３ 第５条第３項、第４項及び第５項の規定は、育児短時間勤務の申出について準用す

る。この場合において「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるもの

とする。 
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（育児短時間勤務申出の撤回） 

第８条の４ 育児短時間勤務申出をした職員等は、当該育児短時間勤務申出に係る育児

短時間勤務の開始予定日とされた日の前日までは、当該育児短時間勤務申出を撤回す

ることができる。 

２ 前項の規定により育児短時間勤務申出を撤回した職員等は、当該育児短時間勤務申

出に係る子については、次に掲げる特別の事情がある場合を除き、再度の申出をする

ことができない。 

一 配偶者の死亡 

二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児短時間勤務申出

に係る子を養育することが困難な状態になったこと。 

三 離婚、婚姻の取消、離縁等により配偶者が育児短時間勤務申出に係る子と同居し

ないこととなったこと。 

 

（育児短時間勤務予定日の変更の申出等） 

第８条の５ 育児短時間勤務の開始予定日とされた日の前日までに、第６条第３項各号

に掲げる事由が生じた場合には、当該育児短時間勤務申出はされなかったものとみな

す。この場合において、職員等は、理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく

届け出なければならない。 

２ 育児短時間勤務の申出をした職員等は、その後当該申出に係る育児短時間勤務の開始

予定日とされた日の前日までに、次の各号に定める事由が生じた場合には、理事長に

申し出ることにより、当該申出に係る育児短時間勤務の開始予定日を１回に限り当該

育児短時間勤務の開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 

一 出産予定日前に子が出生したこと。 

二 育児短時間勤務申出に係る子の親である配偶者の死亡 

三 配偶者が負傷又は疾病により育児短時間勤務申出に係る子を養育することが困難

になったこと。 

四 離婚、婚姻の取消、離縁等により配偶者が育児短時間勤務申出に係る子と同居し

なくなったこと。 

３ 理事長は、前項の規定による職員等からの申出があった場合において、当該申出に

係る変更後の育児短時間勤務の開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日か

ら起算して１月を超えない範囲内で１週間を経過する日（以下この項において「期間

経過日」という。）前の日であるときは、当該申出に係る変更後の育児短時間勤務の

開始予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当該申出に係る変更前の育児休

業開始予定日とされていた日以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前

の育児短時間勤務の開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの日を当該職員

に係る育児短時間勤務の開始予定日として指定することができる。 

４ 育児短時間勤務申出をした職員等は、育児短時間勤務申出書により、育児休業終了

予定日とされた日の１月前までに理事長に申し出ることによって、当該育児短時間勤

務の申出に係る育児休業終了予定日を当該育児短時間勤務の終了予定日とされた日後

の日に変更することができる。この場合において、理事長は、当該申出をした職員等

に対し証明書類の提出を求めることができる。 
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（育児短時間勤務の終了） 

第８条の６ 育児短時間勤務は、次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は、当  

 該事情が生じた日（第３号及び第４号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前  

 日）に終了する。 

 一 育児短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第６条第３項各号に掲げる 

  事由が生じたこと。       

 二 育児短時間勤務終了予定日とされた日までに、当該育児短時間勤務をしている職 

  員等について、産前産後期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 

 三 育児短時間勤務終了予定日とされた日までに、当該育児短時間勤務をしている職 

  員等が、当該育児短時間勤務に係る子以外の子について、新たな育児短時間勤務を 

  申出し、この期間が始まったこと。 

 四 育児短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、当該育児短時間勤務をして 

  いる職員等が、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務申出をし 

  たこと。 

 五 育児短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、育児短時間勤務申出に係る 

  子が小学校就学の始期に達する日に達したこと。 

２ 第６条第３項後段の規定は、前項第一号に掲げる事由が生じた場合について準用す 

る。 

 

 

第４章 育児部分休業 

 

 （育児部分休業） 

第９条 職員等は、その養育する小学校就学の始期に満たない子について、理事長に申

し出ることにより、当該子がその始期に達する日まで、１日につき２時間（就業規則

第２３条第１項の表中第８号及び非常勤職員就業規則第２８条第１項第３号の休暇を

承認されている職員等については、１日につき２時間から当該休暇を承認されている

時間を減じた時間）を超えない範囲で、就業規則第１２条第１項及び非常勤職員就業

規則第１５条に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりに３０分を単位として育児

部分休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第８条の２に規定する育児短時間勤務をしている職員等

は、育児部分休業をすることができない。 

 

 （育児部分休業の申出） 

第１０条 職員等は、前条の規定による申出をする場合は、育児部分休業申出書（別記

様式第３）により、あらかじめ一括して理事長に申し出るものとする。 

２ 第５条第３項、第４項及び第５項の規定は、育児部分休業申出について準用する。

この場合において「育児休業」とあるのは「育児部分休業」と読み替えるものとする。 

３ 育児部分休業の開始予定日とされた日の前日までに、第６条第３項各号に掲げる事 

由が生じた場合には、当該育児部分休業申出はされなかったものとみなす。この場合 

において、職員等は、理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なけれ 

ばならない。 
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（育児部分休業申出の撤回） 

第１０条の２ 育児部分休業申出をした職員等は、当該育児部分休業申出に係る育児部 

分休業の開始予定日とされた日の前日までは、当該育児部分休業申出を撤回すること 

ができる。 

 

（育児部分休業の取消又は終了） 

第１１条 職員等は、育児部分休業申出をした期間の全部又は一部について育児部分休  

 業をしないこととした場合は、その全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の取消は、あらかじめ育児部分休業申出書の裏面に育児部分休業を取り消す日、 

時間及び時間数を記入して理事長に申し出ることにより、行うものとする。 

３ 第８条の６の規定は、育児部分休業の終了について準用する。この場合において「育 

児短時間勤務」とあるのは「育児部分休業」と読み替えるものとする。 

  

 （休暇との関係） 

第１２条 職員等が育児部分休業により勤務しないこととされた時間に引き続いて年次

休暇（就業規則第２１条に規定する年次休暇及び非常勤職員就業規則第２３条に規定

する年次有給休暇をいう。以下同じ。）を届け出る場合、特別休暇（就業規則第２３

条に規定する特別休暇及び非常勤職員就業規則第２６条に規定する特別有給休暇をい

う。以下同じ。）又は病気休暇（就業規則第２５条に規定する病気休暇をいう。以下

同じ。）を請求する場合には、当該育児部分休業は取り消されるものとする。また、

第１７条の６に規定する介護部分休業申出をしている日に育児部分休業申出をする場

合は、２時間から当該介護部分休業申出の時間を減じた時間の範囲内で申出するもの

とする。 

２ 前項の取消手続は、年次休暇の届出又は特別休暇若しくは病気休暇の承認をもって、

部分休業を取り消されたものとして取り扱う。 

   

 

第５章 介護休業 

 

 （介護休業） 

第１３条 職員等は、理事長に申し出ることにより、対象家族１人につき一の要介護状

態ごとに、職員にあっては通算６月の期間内において、また、任期付研究員等にあっ

ては通算９３日の期間内において、期間を分割して介護休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある職員等は、当該介護休業に係

る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、申

出をすることができない。 

一 当該対象家族について３回の介護休業をした場合 

二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業

を終了した日までの日数とし、２回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休

業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を

合算して得た日数とする。以下「介護休業等日数」という。）が６月（任期付研究

員等においては９３日）に達している場合 
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 (介護休業の申出) 

第１４条 職員等は、前条の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）をする

場合は、介護休業申出書（別記様式第４）により、介護休業申出に係る対象家族が要

介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業

をすることとする一の期間について、その初日（以下「介護休業開始予定日」という。）

及び末日（以下「介護休業終了予定日」という。）とする日を明らかにして、あらか

じめ理事長に申し出るものとする。 

２ 介護休業申出において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が

当該介護休業申出があった日の翌日から起算して２週間を経過する日（以下この項に

おいて「２週間経過日」という。）前の日であるときは、理事長は、当該介護休業開

始予定日とされた日から当該２週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開

始予定日として指定することができる。 

３ 理事長は、介護休業申出について、その事由を確認する必要があると認められると

きは、当該請求をした職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

 

 (介護休業申出の撤回等) 

第１５条 介護休業申出をした職員等は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日

とされた日（前条第２項の規定による理事長の指定があった場合にあっては、当該指

定した日。）の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族に

ついて当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その

後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、理事長はこれを拒む

ことができる。 

３ 介護休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由が生じた場合

には、当該介護休業申出はされなかったものとみなす。この場合において、職員等は、

理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。 

 一 介護休業申出に係る対象家族の死亡 

 二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申 

  出をした職員等との親族関係の消滅 

 三 介護休業申出をした職員等が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ 

  り、当該介護休業申出に係る対象家族についての第１３条第２項第２号の介護休業 

  等日数が６月（任期付研究員等においては９３日）に達する日までの間、当該介護 

  休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。 

 

 (介護休業期間) 

第１６条 介護休業をすることができる期間（以下「介護休業期間」という。) は、当

該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされ

た日（その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して６月（任期付研究員

等においては９３日）から当該職員等の当該介護休業申出に係る対象家族についての

介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過す

る日。第３項において同じ。）までの間とする。 

２ この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、次条の規定により当該介護

休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とさ
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れた日をいう。 

３ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第１項の規 

定にかかわらず、当該事情が生じた日（第２号に掲げる事情が生じた場合にあっては、 

その前日）に終了する。 

 一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第３項各号に掲げる事由が生 

  じたこと。 

 二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした職員等について、産

前産後期間、第７条第１項に規定する育児休業期間又は新たな介護休業期間が始ま

ったこと。 

４ 職員等は、前項第１号に掲げる事由が生じた場合、理事長に対して、当該事由が生

じた旨を遅滞なく届け出なければならない。 

 

 (介護休業終了予定日の変更の申出) 

第１７条 介護休業申出をした職員等は、介護休業終了予定日とされた日の２週間前ま

でに理事長に申し出ることにより、当該介護休業申出に係る介護休業終了予定日を１

回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 

 

 

  第６章 介護短時間勤務 

 

 （介護短時間勤務） 

第１７条の２ 職員等（非常勤職員を除く。以下第１７条の５まで同じ。）は、要介護

状態にある対象家族を介護するため、理事長に申し出ることにより、６月（任期付研

究員等においては９３日）の期間内において、第８条の２の各号に掲げるいずれかの

勤務形態により当該職員等が希望する日及び時間帯において介護短時間勤務をするこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１７条の６に規定する介護部分休業をしている職員等 

は、介護短時間勤務をすることができない。 

 

 （介護短時間勤務の申出ができない場合） 

第１７条の３ 前条の規定にかかわらず、介護短時間勤務をしたことがある職員等は、

当該介護短時間勤務にかかる対象家族が次の各号の一に該当する場合には、当該対象

家族については、申出をすることができない。 

一 当該対象家族が、当該介護短時間勤務をした日から引き続き要介護状態にある場

合 

二 対象家族について、介護休業等日数を合算した日数が６月（任期付研究員等にお

いては９３日）に達している場合 

  

  （介護短時間勤務の申出） 

第１７条の４ 職員等は、介護短時間勤務をしようとする期間（職員においては１月以

上６月以下、任期付研究員等においては１日以上９３日以下）の初日（以下「介護短

時間勤務開始日」という。）及び末日（以下「介護短時間勤務終了予定日という。）

並びに第１７条の２の規定により選定した始業及び終業の時刻を記載し介護短時間勤
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務申出書（別記様式第４の２）により、あらかじめ理事長に申し出るものとする。 

 

２ 介護短時間勤務申出書において、当該介護短時間勤務申出に係る介護短時間勤務開

始予定日とされた日が当該介護短時間勤務申出があった日の翌日から起算して２週間

を経過する日（以下この項において「２週間経過日」という。）前の日であるときは、

理事長は、当該介護短時間勤務開始予定日とされた日から当該２週間経過日までのい

ずれかの日を当該介護短時間勤務開始予定日として指定することができる。 

３ 理事長は、介護短時間勤務について、その事由を確認する必要があるときは、当該

請求をした職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

 

 （介護短時間勤務予定日の変更及び介護短時間勤務の申出の撤回等又は終了） 

第１７条の５ 介護短時間勤務申出をした職員等は、介護短時間勤務終了予定日とされ

た日の１月前までに理事長に申し出ることにより、当該介護短時間勤務終了予定日を

１回に限り当該介護短時間勤務終了予定日とされた日後の日に変更することができ

る。 

２ 介護短時間勤務申出をした職員等は、当該介護短時間勤務申出に係る介護短時間勤

務開始予定日とされた日（前条第４項の規定による理事長の指定があった場合にあっ

ては、当該指定した日。）の前日までは、当該介護短時間勤務申出を撤回することが

できる。 

３ 前項の規定による介護短時間勤務申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に

係る対象家族についての介護短時間勤務申出については、当該撤回後になされる最初

の介護短時間勤務申出を除き、理事長はこれを拒むことができる。 

４ 第１５条第３項の規定は、介護短時間勤務において準用する。この場合において、

「介護休業」とあるのは、「介護短時間勤務」と読み替えるものとする。 

５ 第１６条第３項の規定は、介護短時間勤務の終了について準用する。この場合にお 

いて、「介護休業」とあるのは、「介護短時間勤務」と読み替えるものとする。 

 

  第７章 介護部分休業 

 

 （介護部分休業） 

第１７条の６ 職員等は、理事長に申し出ることにより、対象家族１人につき一の要介

護状態ごとに、初めて介護部分休業した日を起算日として連続する３年の期間内にお

いて、１日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した２時間の範

囲内において、３０分を単位とし、必要とされる時間及び期間において介護部分休業

をすることができる。 

２ 第１６条の規定は、介護部分休業について準用する。この場合において、「介護」

とあるのは「介護部分」と、「６月（任期付研究員等においては９３日）」とあるの

は「連続する３年の期間」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１７条の２に規定する介護短時間勤務をしている職

員等は、介護部分休業をすることができない。 

 

 （介護部分休業の申出） 

第１７条の７ 職員等は、前条の規定による申出をする場合は、介護部分休業申出書（別
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記様式第４の３）により、あらかじめ一括して理事長に申し出るものとする。 

２ 理事長は、介護部分休業申出について、その事由を確認する必要があるときは、当

該請求をした職員等に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

 

 （介護部分休業の撤回等又は取消） 

第１７条の８ 第１５条の規定は、介護部分休業について準用する。この場合において、 

「介護」とあるのは「介護部分」と、「第１３条第２項第２号の介護休業等日数が６

月（任期付研究員等においては９３日）」とあるのは「初めて介護部分休業した日を

起算日として連続する３年の期間」と、読み替えるものとする。 

２ 第１１条第１項及び第２項の規定は、介護部分休業について準用する。この場合に 

おいて、「育児」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

 

（休暇との関係） 

第１７条の９ 第１２条第１項の規定は、第１７条の６に規定する介護部分休業をして

いる場合について準用する。また、第９条に規定する育児部分休業申出をしている日

に介護部分休業申出をする場合は、２時間から当該育児部分休業申出の時間を減じた

時間の範囲内で申出するものとする。 

２ 前項の取消手続は、年次休暇の届出又は特別休暇若しくは病気休暇の承認をもって、

介護部分休業を取り消されたものとして取り扱う。 

 

 

  第８章 雑則 

 

 （育児休業等の給与の支給） 

第１８条  育児休業、育児短時間勤務、育児部分休業、介護休業、介護短時間勤務又は

介護部分休業をしている期間についての給与の支給は別に定める。 

 

 （状況変更届） 

第１９条 育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業をしている職員等は、次の各号

の一に該当する場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。 

一 当該子が死亡した場合 

二 当該子が養子である場合における離縁又は養子縁組を取消した場合 

三 当該子が養子となったことその他の事情により職員等と当該子とが同居しなくな

った場合 

四 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しない

まま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合 

五 職員等が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該子を養育でき

なくなった場合   

六 当該子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこと

となった場合 

２ 介護休業、介護短時間勤務又は介護部分休業をしている職員等は、次の各号の一に

該当する場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。 
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 一 当該対象家族が死亡した場合 

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による当該対象家族と職員等との親族関係が消滅した

場合 

三 職員等が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該対象家族を介

護することができなくなった場合 

３ 前２項の届出は、状況変更届（別紙様式第５）により行うものとする。 

 

 （職務復帰） 

第２０条 育児休業又は介護休業をしている職員等は、休業期間が終了したときは、職

務に復帰するものとする。 

 

 （育児休業等・介護休業等通知書の交付） 

第２１条 理事長は、職員等からの育児休業等又は介護休業等の申出、撤回の申出又は

変更の申出があった場合は、育児休業等・介護休業等通知書（別記様式第６）により、

速やかに当該申出を行った職員等に通知しなければならない。 

 

 

  附 則（平成２７年４月１日規程第８号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

（独立行政法人建築研究所育児・介護休業に関する規程の廃止） 

第２条 独立行政法人建築研究所育児・介護休業に関する規程（平成１８年規程第３号。

以下「旧規程」という。）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第３条 この規程の施行の際に、旧規程の規定により「育児休業」、「育児短時間勤務」、

「育児部分休業」、「介護休業」、「介護短時間勤務」又は「介護部分休業」を取得

している者については、この規程による各々の取得している者とする。 

 

  附 則（平成２９年３月２８日規程第２５号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成２９年９月２１日規程第２号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

  附 則（平成３０年３月１４日規程第１０号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成３１年４月１８日規程第１号） 
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（施行期日） 

第１条 この規程は、平成３１年５月１日から施行する。 

 

  附 則（令和２年２月８日規程第１１号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和２年２月１０日から施行する。 

 

  附 則（令和３年３月１９日規程第１４号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和４年５月１７日規程第 ６号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和４年５月１７日から施行する。 

 

  附 則（令和４年９月３０日規程第１０号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年３月２７日規程第１１号） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


